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第１章 はじめに 

 

 

１．計画策定の趣旨 

 

  平成25年12月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する

国土強靱化基本法」が公布・施行されました。 

  同法の第13条では、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する

施策の推進に関する基本的な計画を、それ以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市

町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と規定されています。 

  本計画は、この規定に基づき、自然災害等の地域に関わるさまざまな脅威に対し柔軟

に対応できるようにし、より強靱な中野市をつくり上げるために策定するものです。 

  これまでにおいても、さまざまな災害対策を図ってきましたが、全国各地において毎

年のように大規模災害が発生する昨今、生命や都市機能などを守る力をさらに高め、さ

まざまな事態を念頭に置いた上で平時からの備えを行うことにより、本市が強くしなや

かに進んでいくことをめざします。 
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＜コラム＞ 「国土を強靱化」する計画とは 

 

 強靱（化） 

 「強くてしなやか（にする）」ということ。（反対語：脆弱（化）） 

 

 国土強靱化地域計画  

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法（平成25年法律第95号）」（いわゆる「国土強靭化基本法」）に基づ

く「国土強靭化地域計画」のこと。巨大地震や集中豪雨等の大規模自然災害等

に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計

画的にするために、地方自治体において策定することができるようになりまし

た。 

 

「強靱化」をどのように進めるか？ （計画の流れ） 

  めざす目標を設定しつつ、地域が抱えるリスクやその影響を特定・分析・評

価した上で、「脆弱性」を明らかにします。 

  脆弱性を克服し、諸課題の解決に向け、必要となる政策の見直しを行うとと

もに、対応方策について重点化、優先順位等を設定しつつ、計画的に実施して

いきます。 

  その後の取組状況を適切に評価し、新たな地域の状況を反映するなど、ＰＤ

ＣＡ（循環）サイクルを踏まえ、常に改善、より良い地域づくりに向けた方針

としていきます。 

 

        ◇国土強靱化の進め方 
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国の他の計画 

国による施策の実施 

都道府県・市町村の他の計画 

都道府県・市町村による施策の実施 

２．計画の性格 

 

  本計画は、大規模自然災害に対する本市の脆弱性を克服し、事前防災及び減災その他

迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国の国土強靭化基本計画や長野県

強靱化計画と調和を図りながら策定するものであり、国土強靱化の観点から、本市にお

ける様々な分野の指針となる計画です。 

 

◇ 国土強靱化における計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 上位・関連計画の概要 

 

＜市全体の指針となるもの＞ 
○第２次 中野市総合計画（基本構想・基本計画） 
（平成28（2016）年度 ～ 令和７（2025）年度 
  ［基本構想10か年、基本計画は前・後期） 
○第２期 中野市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（令和２（2020）年度 ～ 令和６（2024）年度［５か年］） 
 
＜防災に関わるもの＞ 
○中野市地域防災計画 ［逐次見直し］ 

○中野市震災時業務継続計画（ＢＣＰ） ［逐次見直し］ 
○その他（耐震化や改修促進計画 など） 
 
＜その他＞ 
○行政各部門別の諸計画（都市計画、産業、保健福祉 など） 

 

  

※国土強靱化に係る他の計画等の指針と

なるべきものとして、国土強靱化基本

計画を定めなければならない 

【政府が作成】 

 

○国土強靱化基本計画 
 

※国土強靱化に係る計画等の指針となる

べきものとして、国土強靱化地域計画

を定めることができる 

【都道府県・市町村が作成】 

○国土強靱化地域計画 
 

指 針 

 

指 針 

 

調和 
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３．計画の目的 

 

  全国各地において大規模災害が見られる昨今、市民の生命・財産・生活をより高いレ

ベルで守るため、過去の災害から得られた教訓等を踏まえた「最悪の事態」を設定し、

これらが仮に発生した場合の、地域の現状と課題を分析します。 

 そして、強くしなやかな中野市づくりに向けた施策を効果的に実施していくことによ

り、「最悪の事態」とならないような日常の環境づくりを目指します。 

  さらに、行政のみならず、市民や地域コミュニティ、企業などの民間部門とも連携し、

さまざまな対策や事前想定に基づく準備を進めることが、強靱な地域づくりを実現する

ためには必要です。 

  そのため、本計画では、市民、行政、関係機関等、地域が一体となった強靱化に向け

た取組の推進、さらには市民の生命、財産、暮らしを守っていくことを目的とします。 

 

 

 

４．計画の期間 

 

  本計画の期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。 

  ただし、時代情勢や災害等をめぐる環境要因等により、柔軟に見直しを行うものとし

ます。 

 

◇ 計画の期間 

 

年度 

平成 

28 

平成 

29 

平成 

30 

(平成31) 

令和元 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

令和 

６ 

令和 

７ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

第２次 中野市総合計画 

（基本構想・基本計画） 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

第２期 中野市まち・ひと 

・しごと創生総合戦略 
    □ □ □ □ □  

本 計 画      ■ ■ ■ ■ ■ 
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５．検討の流れ 

 

  長野県では、第２期長野県強靱化計画（平成30年３月）において、想定される大規模

自然災害や国土強靱化基本計画を参考に、32項目の「起きてはならない最悪の事態」を

設定し、各項目における現状・課題の点検、施策と指標の設定などが行われています。 

  本計画においても、法制度上の位置づけ等を踏まえ、国及び長野県の検討手法を参考

にしながら、次の各段階を通じ検討・策定しています。 

 

◇ 検討の流れ 

 

○その１ 

 長野県強靱化計画の基本目標や起きてはならない最悪の事態を参考に、本市に

おける「事前に備えるべき目標」及び「起きてはならない最悪の事態」を設定し

ました。 

 さらに、「想定される発災事例」について、「起きてはならない最悪の事態」ご

とに設定しました。 

 

○その２ 

 「起きてはならない最悪の事態」ごとに、「対応方策の現状と課題、推進方針」

を整理・検討（脆弱性評価等）しました。 

 

○その３ 

 その２までに実施した内容について、対応方策の重点化を行い、計画書として

います。 

 

 

 

  なお、策定にあたっては、国土強靱化地域計画庁内連絡会議を開催し、庁内における

情報共有や意見集約を図っています。 
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６．対応方策の重点化 

 

  目まぐるしく変化する社会情勢、厳しい財政動向など、本市を取り巻く諸条件の中で、

限られた地域社会資源を活用し、効率的・効果的に強靱化を推進するためには、優先順

位の高いものから、重点的に推進していく必要があります。長野県は、国が設定した45

項目の「起きてはならない最悪の事態」について、地理的状況等を加味して32項目まで

に整理しています。本市においては、これらを参考としつつ、項目を設定し、それぞれ

の対応方策をまとめています。 

  なお、対応方策の重点化については、「第２期 中野市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に関連する対応方策を参考としています。 

 

 

 

７．評価・見直し 

 

  本計画は、社会情勢等の変化や、強靱化に関する施策等の推進状況等を考慮しながら、

ＰＤＣＡサイクル（Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善）により、必要に

応じ柔軟に計画内容の見直しを行います。 

  また、施策の取組やＫＰＩ（Key Performance Indicator：数値目標）の達成等、本

計画の推進により本市の強靱化を目指しつつ、本計画に記載されていない、本市の強靱

化に資する新たな取組や数値目標の改定等、随時、本計画に取り込みながら、積極的に

実施します。 

  なお、本計画における目標設定等に際しては、先行する個別計画等から目標値を引用

しているため、本計画の計画最終年度と目標年度が異なるものもあります。 

 

◇ ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

計 画 

（ Plan ） 

評 価 

（ Check ） 

改 善 

（ Action ） 
実 施 

（ Do ） 
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第２章 地域特性を踏まえた総合目標 

 

 

１．想定するリスク（中野市地域防災計画等より） 

 

①これまでの災害から 

   本市における既往災害の種類は、地震や気象に関するものが主となっています。 

   また、もたらされる被害については、人的被害のほか、地震や風雨による地盤への

影響、建物の倒壊、河川氾濫による水害、山間地勢による凍霜・ひょう害、といった

ものが考えられます。 

 

＜地震＞ 

    過去、県内では浅い活断層の運動による地震が比較的多く発生してきました。そ

のうち、本市に最も大きな被害をもたらしたのが、善光寺地震です。弘化４年３月

24日（西暦1847年５月８日）に発生し、県北部の各地に家屋の倒壊、焼失と、千曲

川の洪水による家屋の流失を引き起こし、8,300人以上の死者と多数の負傷者を発

生させました。 

    市域の被害としては、軟弱な地盤により地震動の揺れが増幅された延徳沖低地の

小沼・新保・江部、中野扇状地の扇端部である七瀬・片塩等で、地割れや液状化現

象が発生したほか、各所で山腹崩壊、地すべりが起きました。特に長丘丘陵では大

規模な崩壊が起き、壁田・大俣・厚貝などの地区はとりわけ大きな被害を受けまし

た。また、地震によって県北部地域で発生した多数の山腹崩壊等により、千曲川上

流の犀川がせき止められ、大量の水を貯えた後に決壊したため、川中島平を経由し

て市域南部の延徳沖低地に大洪水が押し寄せ、現在の小沼・大熊地区を中心に家屋

の流失、全壊等の甚大な被害が生じました。 

    本市の地震災害では、地震動による地盤災害や斜面崩壊等のほかに、善光寺地震

で発生した二次災害ともいうべき河川の氾濫に対しても警戒が必要です。 

 

＜風水害＞ 

    本市南部の延徳沖低地は、千曲川と篠井川による沖積地帯で、過去に氾濫を繰り

返してきた水害地です。そのため防災対策として千曲川・篠井川の築堤、篠井川樋

門の建設、大排水施設の建設等の治水事業が施行されています。そのため、水害の

危険性は以前より減ってきているものの、近年においても平成７年・16年・18年に

三ツ和・新保等の地区で大規模な浸水が発生している状況です。 

    国土交通省では、平成28年６月１日、水防法に基づき、千曲川流域の浸水想定区

域を指定しました。市域においては、篠井川・草間川・真引川の流域から千曲川へ

の合流地点までの地区（草間・安源寺・片塩・西江部・東江部・西条・新保・篠

井・北大熊・大熊・桜沢・小沼）とその下流部（大俣・栗林・牛出・立ヶ花・上今
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井・豊津）、及び夜間瀬川の千曲川への合流地点付近（柳沢・古牧）とその下流部

（岩井・岩井東・田上）が該当地域とされています。 

    該当地域については、浸水のおそれのない安全な避難場所を地区ごとに指定する

などの対策を講じていますが、指定地域が広範囲にわたっていることから、住民の

安全確保のためには、迅速な情報伝達と避難誘導措置が不可欠です。 

 

 

（参考：直轄沿川浸水実績図（中野市地域防災計画）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去の災害（地域防災計画より） 

 

 

＜土砂災害＞ 

    豪雨や大雨に際しては、水害以外にも急傾斜地の崩壊、山腹斜面の崩壊、土石流

の発生等があり、大量の水とともに土砂の崩壊・流出が災害の原因となります。大

地震に際しても土砂災害が発生する危険性はありますが、豪雨に伴う土砂災害の場

合には、土砂と水とが合体して災害を引き起こすという特性があります。とりわけ

高社山麓沿いの岩井・柳沢・田上・赤岩・越・深沢、長丘丘陵の壁田・七瀬・草

間・栗林・大俣、東部山地沿いの東山・更科・新野・間山・大熊・桜沢及び西部山

地沿いの豊田地域では、急傾斜地崩壊、山腹崩壊、土石流などの素因が複合するこ

とにより、人家、道路、公共施設、田畑等で大きな被害が発生する危険性がありま

す。 

  



 - 9 - 

＜その他の災害＞ 

    過去の災害史を振り返ると、異常気象としては豪雨や大雨以外に、風害、ひょう

害、凍霜害などがあり、その時々の気圧配置、風向・風速、放射冷却などによって

災害となり得ます。さらに内陸性の気候特性から、日中は地面が暖まりやすく、夜

間は冷え込みが厳しいという地形の性状によっても、これらの気象現象は増幅され

るものです。 

    風害は家屋の破損や農作物の倒伏、果樹の落果という事態を招き、ひょう害は農

作物を直接傷つけ、凍霜害は農作物の生育を即座に停止させてしまいます。 

    これらの災害は、農産物への影響が大であり、農業従事者の被害は深刻なものと

なります。これらの異常気象による大規模な災害は数年間に一度は起きていますが、

今後も発生する危険性は存在することとなります。 

 

 

②近年の災害 ～ 令和元年東日本台風災害（令和元年台風第19号災害） 

   関東、甲信、東北など東日本の広い範囲において記録的な大雨となり、甚大な被害

をもたらした「令和元年東日本台風」災害の状況については、次のとおりです。 

 

＜概要（警報及び気象情報等）＞ 

  

暴風警報       R元.10.12  7:40 ～ R元.10.13  0:57 （ 17時間 17分） 

大雨警報       R元.10.12 10:56 ～ R元.10.13 16:46 （ 29時間 50分） 

洪水警報      R元.10.12 12:18 ～ R元.10.18   1:19 （145時間 01分） 

大雨特別警報     R元.10.12 18:10 ～ R元.10.13   0:57 （  6時間 47分） 

土砂災害警戒情報 R元.10.12 18:30 ～ R元.10.13   7:50 （ 13時間 20分） 

雨量（中野建設） 最大時間雨量   17.0mm/h（R元.10.12 13時、14時台） 

                  累加雨量      186.0mm  （R元.10.11 19時 ～ R元.10.13  8時） 

    （豊津）    最大時間雨量   13.0mm/h（R元.10.12 14時、22時台） 

                 累加雨量      155.0mm  （R元.10.11  20時 ～ R元.10.13  9時） 

    （飯山建設） 最大時間雨量   15.0mm/h（R元.10.12 18時台） 

                 累加雨量      170.0mm  （R元.10.11  21時 ～ R元.10.13 11時） 

    （熊ノ湯）   最大時間雨量   37.0mm/h（R元.10.12 18時台） 

                 累加雨量      421.0mm  （R元.10.11  16時 ～ R元.10.13 12時） 

    （志賀）     最大時間雨量   33.0mm/h（R元.10.12 18時台） 

                 累加雨量      381.0mm  （R元.10.11  17時 ～ R元.10.13 17時） 

最大瞬間風速（岳南広域消防本部） 19.2m/s （R元.10.13   0:10） 

千曲川立ヶ花観測所最高水位       12.46m  （R元.10.13   3:20、3:30、3:40） 

※ 参考 既往最高水位       11.13m  （S58.9.29 台風第 10号） 

夜間瀬川星川観測所最高水位        1.41m  （R元.10.12 18:30） 
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＜避難情報発令状況＞ 

 

＜人的・物的被害状況＞ 

地 区 

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５ 

解 除 
対象世帯 

対象人数 
避難準備・     

高齢者等 

避難開始 

避難勧告 
避難指示 

（緊急） 

災害発生 

情報 

中  野 
土砂災害 

R元.10.12 

15:00 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 
― ― 

R元.10.13 

10:00 

591  

1,515  

日  野 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 
― 

土砂災害 

 R元.10.12 

20:00 

― 
R元.10.13 

22:30 
851  

2,206  

延  徳 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

23:50 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 
1,436  

3,480  

平  野 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

23:50 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 
3,058  

7,998  

高  丘 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

20:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 
1,309  

3,585  

長  丘 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

 R元.10.12 

20:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 
471  

1,347  

平  岡 ― 
水害 

 R元.10.12 

20:00 
― ― 

R元.10.13 

0:00 
1,600  

4,416  

科  野 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 
― ― 

R元.10.13 

10:00 
559  

1,602  

倭 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

20:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 

517  

1,344  

豊  井 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

20:00 

水害 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 

千曲川越水 

 R元.10.13 

2:10 

R元.10.13 

22:30 

874  

2,452  

永  田 
土砂災害 

 R元.10.12 

15:00 

土砂災害 

 R元.10.12 

21:30 
― ― 

R元.10.13 

10:00 

505  

1,325  

11地区 

対象世帯 
6,128 10,485 8,516 7,230 11,771  11,771  

11地区 

対象人数 
16,227  27,828  22,412  18,970  31,270  31,270  
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死亡 

行方 

不明 
重傷 軽傷 計 備考 

台風の直接的な影響により被

害が生じたもの 
0 0 0 0 0   

台風に起因するものと考えら

れる影響により被害が生じた

もの（確定） 

0 0 1 0 1 
片付け作業時 

に転倒 

 

 

③今後の危険性 

   長野県では、平成26年の長野県神城断層地震のような県内の活断層による地震に備

えるとともに、平成23年の東北地方太平洋沖地震のようなこれまで想定していなかっ

た規模の地震や、将来起こりうるといわれている南海トラフの巨大地震に備えるため、

県及び各市町村の防災対策の新たな基礎資料となる実践的な被害想定を策定し、平成

27年３月に『第３次長野県地震被害想定調査報告書』を公表しました。 

この調査による被害想定結果は、本市における今後の地震防災対策の基礎資料とし

て、また住民一人ひとりの防災意識の高揚と防災対策の推進に当たって有用な資料と

なるものです。 

 『第３次長野県地震被害想定調査報告書』における想定地震及びその諸元は、次の

とおりとなっています。 

 

（参考：想定地震の諸元（中野市地域防災計画）） 
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    （参考：県内における断層帯の分布状況（中野市地域防災計画）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内に分布する断層帯のなかで、本市に最も影響を及ぼすと予測されているのは、

「長野盆地西縁断層帯」であり、これによりもたらされる地震について、市内では最

大震度７の非常に強い揺れが予測されているほか、市全域で５強以上と予想されてい

ます。 

   （科学的な知見に基づく、一定条件下での設定であり、想定どおりの地震が発生す

ることを必ずしも意味するものではありません。） 
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２．強靱化の目標 

 

本市の最上位計画である「第２次 中野市総合計画」では、基本構想における将来都

市像として、『 緑豊かなふるさと 文化が香る元気なまち 』を掲げ、まちづくりを進

めています。 

  また、総合計画を踏まえ戦略的な取組を位置づける「第２期 中野市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」では、「住みよさで選ばれるまちへ」として、地方創生の方針に基

づく施策を推進しています。 

  今回、こうした上位・関連計画と連携しながら、「強靱化」というテーマに基づく本

計画を策定することにより、多様なまちづくりが本市をより強く、しなやかなものとし、

自然災害をはじめとするさまざまな危機への対応力を向上・充実させていくことをめざ

します。 

  また、強靱化につながるさまざまな取組を通じ、本市のめざすべき方向を次のように

掲げます。 

 

 

◇ 強靱化の総合的な目標 

 

しなやか中野・たくましいふるさとへ ～ 命や暮らしを守るまちづくり 

 

 

 

◇ 事前に備えるべき目標 

 

１ いのちを守る 

   ～ 人命の保護が最大限図られること 

２ 円滑・迅速な支援 

   ～ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

３ 指令・情報システムの確保 

   ～ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

４ 動線・流れの確保 

   ～ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

５ 復旧・継続の支援 

   ～ 流通・経済活動等を停滞させないこと 
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◇ 起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

１ いのちを守る 

～ 人命の保護が最

大限図られること 

生命の保護に関わる、起きてはならないこととして、次

のような事態が考えられます。 

 

１－１ 公共施設の損壊・機能停止 

１－２ 道路の損壊・交通ネットワークの寸断 

１－３ 市街地の損壊・機能停止 

１－４ 住宅等の損壊 

１－５ 河川の増水・堤防決壊・浸水 

１－６ 土砂崩れ・交通網寸断 

１－７ 避難遅延や社会的混乱 

１－８ 防災への無関心・災害時の混乱 

１－９ 状況確認や避難行動等の遅れ 

１－10 避難指示等の判断の遅れや、情報伝達手段の不 

備に伴う避難の遅れ 

 

２ 円滑・迅速な支援 

～  負傷者等に対

し、迅速に救助、

救急活動が行われ

ること 

スムーズで素早い支援を開始・遂行するにあたって、妨

げとなること、起きてはならないこととして、次のような

事態が考えられます。 

 

２－１ 被災箇所へのアクセス不能 

２－２ 行動・活動の遅れ 

２－３ 行動の遅れ・孤立 

２－４ 状況把握の遅れ 

２－５ 医療継続困難 

２－６ 衛生環境の悪化 

２－７ 救助･救急活動等の不足 

 

３ 指令・情報システ

ムの確保 

～ 必要不可欠な行

政機能、情報通信

機能は確保するこ

と 

周知・連絡などの対応に関わる、起きてはならないこと

として、次のような事態が考えられます。 

 

３－１ 支援活動の遅れ 

３－２ 業務継続困難・復旧の遅れ 

３－３ 災害対策全般の遅れ 

３－４ 即時一斉広報の滞り 

３－５ 多様かつ双方向の情報提供量低下 

３－６ 廃棄物増大・衛生環境悪化 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

４ 動線・流れの確保 

～ 必要最低限のラ

イフラインを確保

し、早期復旧がで

きること 

人やモノの移動・流れに関わる、起きてはならないこと

として、次のような事態が考えられます。 

 

４－１ 上水道供給や下水道処理の停止・停電 

４－２ 避難生活等の不安定化 

４－３ コミュニティの孤立・移動困難 

４－４ エネルギー関連施設の機能停止 

 

５ 復旧・継続の支援 

～ 流通・経済活動

等を停滞させない

こと 

さまざまな復旧活動や、生活・事業などの継続に関わ

る、起きてはならないこととして、次のような事態が考え

られます。 

 

５－１ 危険箇所の発生・情報提供の遅れ 

５－２ 農地森林等の崩壊 

５－３ 危険物の流出・火災等 

５－４ デマや風評被害の発生 

５－５ 避難生活環境の悪化 

５－６ 要配慮者の避難所等における生活環境の悪化 

５－７ ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災 

害の発生 

５－８ 農地・森林等の荒廃 

５－９ 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

５－10 投票所等・避難所双方の運営の混乱 

５－11 その他 
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第３章 強靱化に向けた取組 

 

 

 本章では、「起きてはならない最悪の事態」の発生を可能な限り防止・抑制するため、

関連する施策を点検し、強み、弱み等について分析・評価を行います。 

 また、行政分野に関わらず、横断的な視点により、さまざまな事態に対処していくこと

をめざし、施策の点検や位置づけを行っています。 
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１．いのちを守る ～ 人命の保護が最大限図られること 

 

  災害等の危機に対しては、何よりもまず、人命を保護することが大切です。 

  建築物の耐震化や治水対策、土砂災害対策など、本市の実情を踏まえた日常からの災

害に強い地域環境づくり、また、市民一人ひとりの防災意識や自助・共助といった行動

が、いのちを守るための基本的な方向性となります。 

  こうした観点を背景に、次のような想定、取組を位置づけます。 

 

 

＜テーマ＞ ＜目的・ねらい＞ 

いのちを守る 
人命の保護が 

最大限図られること 

 

 

 

＜リスク想定＞ 
（起きてはならない最悪の事態） 

＜取り組むべき事項＞ 

１－１ 

公共施設の損壊・機能停止 
市有施設の耐震化等 

１－２ 

道路の損壊・交通ネットワークの寸断 
道路等交通ネットワーク環境の整備 

１－３ 

市街地の損壊・機能停止 
市街地環境の充実 

１－４ 

住宅等の損壊 

住宅や民間建築物の耐震化等 

公営住宅の長寿命化等 

１－５ 

河川の増水・堤防決壊・浸水 
治水対策の推進 

１－６ 

土砂崩れ・交通網寸断 
土砂災害対策の推進 

１－７ 

避難遅延や社会的混乱 

防災意識の高揚 

市民やコミュニティにおける防災力の強化 

１－８ 

防災への無関心・災害時の混乱 
防災学習の推進 

１－９ 

状況確認や避難行動等の遅れ 
情報通信機能の安定確保 

１－10 

避難指示等の判断の遅れや、情報伝達手段の

不備に伴う避難の遅れ 

避難行動等に関する意識啓発 

情報の共有・連携・活用 

各種計画の策定・活用 

要配慮者等へのきめ細かな対応 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

１－１ 

公共施設の損

壊・機能停止 

市有施設の耐

震化等 

・市では、令和３年３月

に「中野市耐震改修促

進計画」の改定を実施

し、計画期間を平成 20

年度から令和７年度ま

でとして、耐震化率の

目標、対象となる建築

物、一部の支援制度の

見直しなどを行ってい

ます。 

・「中野市耐震改修促進

計画」と連携しなが

ら、公共施設の長寿命

化計画なども策定して

います 

・学校教育に関わる施設

については、平成 29 年

度までに市内全ての耐

震化の工事が完了して

います。 

・保育施設に関する施設

については、「中野市

保育所整備計画」に基

づき、老朽化する保育

所の整備を進めていま

す。 

・地震発生時、大規模火

災による被害の軽減を

図るため、組合消防と

連携して消防水利の確

保に向けた取組を進め

ています。 

 

・「中野市耐震改修促進

計画」等の推進によ

り、耐震化・長寿命化

を図り、被害の抑制・

低減や円滑な復旧が可

能となる環境づくりに

取り組みます。 

・各分野別の施設整備・

管理等に関する計画の

推進や適切な見直しを

通じ、耐震化の着実な

推進を図ります。 

・耐震化のほか、老朽化

した施設の更新等、公

共施設等総合管理計画

を踏まえた整備・充実

に取り組みます。 

・避難先となる公共施設

の安全確保について、

「中野市公共施設保全

ガイドライン」等の運

用に基づき、定期的な

点検、診断を実施、計

画的な維持補修によっ

て長寿命化を推進しま

す。 

・震災時、消火栓が使用

不能となる恐れがある

ため、計画的に防火貯

水槽の耐震化を推進し

ます。 

都市計画課 

 

所管施設を

有する各課 

１－２ 

道路の損壊・

交通ネットワ

ークの寸断 

道路等交通ネ

ットワーク環

境の整備 

・地震等の災害により、

道路・橋梁が損壊した

り、人的な被害が発生

するなどの危険性を低

減させる必要がありま

す。 

・道路や橋梁の維持補

修、計画的な整備等を

通じ、災害時にも安全

かつ迅速に利用できる

道路等交通ネットワー

クの整備を推進しま

す。 

道路河川課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等    
・災害拠点病院（北信総

合病院）周辺の主要道

路の整備を図り、無電

柱化等を推進します。 

 

 

１－３ 

市街地の損壊 

・機能停止 

市街地環境の

充実 

・「中野市都市計画マス

タープラン」や「中野

市地域防災計画」等を

踏まえつつ、安全で安

定した都市・市街地環

境づくりを今後さらに

進めていく必要があり

ます。 

 

・土地利用や道路、公園

等施設の基本方針によ

り、市街地基盤の安全

性や快適性の確保を図

ります。 

 

都市計画課 

１－４ 

住宅等の損壊 

住宅や民間建

築物の耐震化

等 

・「中野市耐震改修促進

計画」を踏まえ、「中

野市住宅耐震化緊急促

進アクションプログラ

ム」を策定し、住宅等

の民間建築物について

も耐震化を促進してい

ます。 

・近年適切に管理されて

いない空家が増加して

おり、災害発生時など

に倒壊し、近隣住民等

に危害が及ぶ恐れがあ

ります。 

 

・住宅や民間建築物の耐

震化を促進し、より安

全な居住・地域環境づ

くりを推進します。 

・市では、平成 30 年４月

に「中野市空家等対策

計画」を策定し、計画

年度を令和３年度末と

し、空き家の解消によ

る住民の住環境向上の

ため空家所有者等に対

し適正な管理を行うよ

う指導しています。 

都市計画課 

公営住宅の長

寿命化等 

・市営住宅等の予防保全

的な修繕や耐久性を向

上に資する改善を行う

必要があります。 

・なかでも、設置から 50

年以上経過し、耐用年

数を経過した住棟につ

いて、建替等による更

新が必要です。 

 

・「中野市公営住宅等長

寿命化計画」に基づ

き、計画的な維持管理

を推進します。 

・耐用年数を経過してい

る住棟については、建

替等により順次更新を

行います。 

都市計画課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

１－５ 

河川の増水・

堤防決壊・浸

水 

治水対策の推

進 

・千曲川をはじめとす

る、河川等の治水対策

の充実に努めていま

す。 

・台風や線状降水帯によ

るゲリラ豪雨など、一

時的な雨量増加、河川

水位の上昇が大規模災

害につながることが懸

念されており、今後も

計画的な治水対策を進

めていく必要がありま

す。 

 

・千曲川等の河川の安全

性確保を関係機関と連

携し、推進します。 

・内水氾濫防止等を目的

とし、市街地において

適切な雨水排水等に取

り組み、流域治水対策

を推進します。 

道路河川課 

１－６ 

土砂崩れ・交

通網寸断 

土砂災害対策

の推進 

・砂防、地すべり、急傾

斜地対策など、平地か

ら中山間地まで、起伏

に富んだ地形条件を持

つ本市の実情に合っ

た、土砂災害対策の充

実・強化を図る必要が

あります。 

・国や県と連携しつつ、

危険箇所の解消やネッ

トワークの維持などの

観点から、当該対策を

計画的に行っていくこ

とが求められます。 

・森林・農地等が持つ保

水、地盤の涵養といっ

た多様な機能を踏ま

え、関連計画等に基づ

く適切な維持・管理を

行う必要があります。 

 

・土砂災害や地すべり等

が発生するおそれがあ

る危険箇所の適切な把

握に努めるとともに、

その解消、安全性確保

を県等と連携しながら

推進します。 

・農業や森林に関する土

地利用等の計画を推進

し、農地や森林の持つ

多面的な機能を適切に

発揮できるよう促進し

ます。 

・農業用ため池のハザー

ドマップの適切な周

知、確認を促進しま

す。 

・大規模盛土造成地等の

安全性の確認・把握に

努めます。 

農政課 

 

道路河川課 

 

都市計画課 

１－７ 

避難遅延や社

会的混乱 

防災意識の高

揚 

・市では、「中野市くら

しと防災ガイドブッ

ク」を令和２年４月に

リニューアルし、市内

全戸に配布していま

す。 

・市民の身近な防災情報

として、くらしと防災

ガイドブック（ハザー

ドマップ）の適時更

新、広報紙や出前講座

等での周知、確認を促 

危機管理課 

 

福祉課 

 

高齢者支援課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
・「防災ガイド」や「防

災マップ（ハザードマ

ップ）」といった、防

災に関わる意識や事前

準備等に向けた資料類

も作成・公表してお

り、適切に活用される 

よう、今後も周知・啓

発に努める必要があり

ます。 

 

進していきます。 

・風水害から身を守るた

めの「マイ・タイムラ

イン」の周知、市民自

らによる作成を促進し

ます。 

 

市民やコミュ

ニティにおけ

る防災力の強

化 

・「自助」「共助」「公

助」といったさまざま

な助け合い・支援の形

のなかで、まず求めら

れる個人ベースでの

「自助」や、近隣コミ

ュニティにおける支え

合いである「共助」が

スムーズに行われるよ

う、情報提供や意識啓

発に努める必要があり

ます。 

 

・個人の防災力や、近隣

のつながりなど、日常

生活のなかで、防災へ

の関心・意識を高める

よう、出前講座等によ

る情報提供等に取り組

んでいきます。 

・自主防災組織の設立、

活動を促進します。 

危機管理課 

１－８ 

防災への無関

心・災害時の

混乱 

防災学習の推

進 

・防災学習等、学びの機

会においても、ソフト

面における防災力や強

靱性強化につながる取

組を推進していく必要

があります。 

・学校教育のほか、生涯

学習の観点から市民全

般においても、日頃の

備え、避難行動、支え

合いといったさまざま

な観点から、学ぶこと

のできる学習プログラ

ムの充実が必要です。 

・学校教育や生涯学習な

ど、多様な学びの機会

を通じ、防災に関心を

持ち、正しい知識や理

解を得られるよう、防

災学習の充実を図りま

す。 

・学校教育や市職員が講

師として赴く「中野ま

なびぃ塾 もしものとき

に備えて」の各地域で

の開催や、各種団体へ

の働きかけなどによ

り、多様な学びの機会

を通じ、防災に関心を

持ち、正しい知識や理

解を得られるよう、防 

危機管理課 

 

学校教育課 

 

生涯学習課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

 
  

災学習の充実を図りま

す。 

 

 

１－９ 

状況確認や避

難行動等の遅

れ 

情報通信機能

の安定確保 

・中野市すぐメールの配

信、ＳＮＳや市公式ホ

ームページによる情報

発信等により、多様な

情報提供を行っていま

す。 

・一方で、高齢者や子ど

も、外国人など、弱い

立場に置かれがちな

方々への配慮も必要で

す。 

・防災行政無線の活用、

適切な情報提供につい

ても、通信連絡に関わ

る重要な手段として、

今後も取り組んでいく

必要があります。 

・中野市すぐメール、Ｓ

ＮＳ、市公式ホームペ

ージ等、即時性の高い

電子媒体の活用充実に

より、円滑な情報提供

を推進します。 

・防災行政無線の適切な

維持管理により、聞き

取りやすさの向上、多

様な連絡・情報提供ツ

ールの確保を図りま

す。 

・市内の通信ネットワー

クの高度利用を進め、

既存の河川監視カメラ

だけでなく、ＩＯＴ等

の新技術を活用するな

ど、情報確認手段の多

様化を図ります。 

 

庶務課 

 

危機管理課 

 

政策情報課 

 

福祉課 

１－10 

避難指示等の

判 断 の 遅 れ

や、情報伝達

手段の不備に

伴う避難の遅

れ 

避難行動等に

関する意識啓

発 

・早め早めの避難を促し

ていくともに、市民が

避難情報等に応じた取

るべき防災行動に直結

するようにしていくこ

とが必要です。 

・市民が「自らの命は自

らが守る」という意識

を醸成していく必要が

あります。 

・市民が防災情報や避難

情報等を理解し易くな

るよう広報紙や出前講

座等で丁寧な説明をし

ていきます。 

・風水害から身を守るた

めの「マイ・タイムラ

イン」の周知、市民自

らによる作成を促進し

ます。 

危機管理課 

情報の共有・

連携・活用 

・災害時等に住民自身が

慌てずに適切な避難行

動がとれるよう近隣

（地区内）の危険箇所

や避難所等を住民間で

予め共有し、各自の備

えにつながる「地区防 

 

・「地区防災マップ」、

「災害時支え合いマッ

プ」の必要性につい

て、広く市民の理解を

促進し、マップ作成推

進の支援を行います。 

危機管理課 

 

福祉課 

 

高齢者支援課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
災マップ」づくりを加

速していく必要があり

ます。 

・災害時等における自

助・共助を支援するツ

ールとなる「災害時支

え合いマップ」につい

ては、計画されている

ものの作成や活用につ

いて未実施となってお

り、今後は要支援者名

簿と照らし合わせて体

制を整える必要があり

ます。 

・避難支援計画（個別計

画）についても作成す

る必要があります。 

  

 各種計画の策

定・活用 

・要配慮者利用施設にお

ける避難確保計画の作

成及び避難確保計画に

基づく避難訓練の実施

が義務付けられていま

す。 

・要配慮者利用施設につ

いて、避難確保計画を

作成済みとなっていま

す。また、避難訓練の

実施状況の把握に努め

ています。 

・社会就労センターにつ

いては、洪水時の避難

確保計画（中野社会就

労センター、豊田社会

就労センター豊井分

場）及び土砂災害時の

避難確保計画（豊田社

会就労センター）に基

づき、各施設の職員及

び利用者の洪水時及び 

 

・小中学校、保健福祉な

どの分野、施設の状況

に応じた避難確保計画

の運用や適切な見直し

等を通じ、より効果的

な避難活動が可能とな

るよう、取り組んでい

きます。 

 

危機管理課 

 

健康づくり課 

 

福祉課 

 

社会就労セ

ンター 

 

高齢者支援課 

 

子育て課 

 

保育課 

 

学校教育課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

  土砂災害時における円

滑かつ迅速な避難の確

保を図る必要がありま

す。 

・子育て関連施設につい

ては、土砂災害警戒区

域、浸水想定区域の状

況を踏まえ、それぞれ

の施設毎の避難確保計

画を策定し、避難訓練

等を実施しています。 

・保育施設については、

「中野市保育所保全計

画」を策定し、避難訓

練等を実施していま

す。 

・市内各小中学校におい

て作成済みの避難確保

計画に基づき、有事の

際は対応することとな

っています。今後は、

避難確保計画の再確認

や教員への周知、また

必要に応じた計画の見

直しを行います。 

 

  

 要配慮者等へ

のきめ細かな

対応 

・平成 29 年度において聴

覚障がい者等の情報弱

者に対し確実に防災情

報を伝達するため、文

字情報表示機能付き戸

別受信機を 24 台設置し

ました。 

 

・障がい者をはじめとす

る災害時等に弱い立場

に置かれがちな市民へ

の配慮・支援対策につ

いて、今後も推進しま

す。 

福祉課 
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２．円滑・迅速な支援 ～ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

 

  被災時には、さまざまな混乱状態に陥ることも予想されます。そうならないための準

備をしておきながらも、まず、負傷者等を迅速かつスムーズに救助するなど、安全確保

の取組が優先されることとなります。 

  河川や山間部など、豊かな環境を抱える本市においては、人やモノ、情報などが緊急

時であっても円滑に行き交い、活動できるような環境・条件づくりが求められます。 

  こうした観点を背景に、次のような想定、取組を位置づけます。 

 

 

＜テーマ＞ ＜目的・ねらい＞ 

円滑・迅速な支援 
 負傷者等に対し、迅速に救助、 

 救急活動が行われること 

 

 

 

＜リスク想定＞ 
（起きてはならない最悪の事態） 

＜取り組むべき事項＞ 

２－１ 

被災箇所へのアクセス不能 
危険箇所等の点検・対応 

２－２ 

行動・活動の遅れ 
避難・救助・救援等の対策 

２－３ 

行動の遅れ・孤立 
地域に根ざした防災体制づくり 

２－４ 

状況把握の遅れ 
市民との円滑な情報伝達 

２－５ 

医療継続困難 
医療救護に関する支援体制づくり 

２－６ 

衛生環境の悪化 
保健衛生、予防活動の実施 

２－７ 

救助･救急活動等の不足 
消防団等による救助･救急活動等の不足 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

２－１ 

被災箇所への

アクセス不能 

危険箇所等の

点検・対応 

・落石等が発生するおそ

れのある危険箇所への

対策、大雪による道路

寸断、孤立集落発生の

防止、また、災害時に

おける緊急輸送路の確

保等の観点から、「中

野市地域防災計画」等

を踏まえた適切な市内

道路状況等の把握及び

計画的な維持管理が求

められます。 

・災害時の活動が滞りな

く行われるよう、沿道

部等における危険箇所

の把握・解消等を推進

し、救助、救急活動ル

ート等の確保を図りま

す。 

道路河川課 

２－２ 

行動・活動の

遅れ 

避難・救助・

救援等の対策 

・「中野市地域防災計

画」に基づき、食料を

持ち出しできない市民

等を想定した必要量の

確保、迅速な提供態勢

の構築が必要です。 

・「中野市地域防災計

画」に物資輸送拠点、

拠点ヘリポート及びヘ

リポートを、「長野県

広域受援計画」に救助

活動拠点（北信濃ふる

さとの森文化公園）、

航空搬送拠点（中野市

営野球場）をそれぞれ

指定しています。 

・水道施設が被災した場

合には、断水となる可

能性があり、給水車等

による対応が必要で

す。 

 

・避難・救助・救援等、

災害時に関わる諸活動

を支援し、安全確保に

つながるような環境づ

くりについて、日頃か

らの充実に努めます。 

・「中野市地域防災計

画」等に基づく、防災

拠点や資機材、飲食料

等の確保、適切な管理

を推進します。 

危機管理課 

 

文化スポー

ツ振興課 

 

上下水道課 

２－３ 

行動の遅れ・

孤立 

地域に根ざし

た防災体制づ

くり 

・「自助」や「共助」が

円滑に行われるよう、

自主防災組織の育成・

強化が必要です。防災

学習・体験等の機会づ

くりや実践を通じ、地 

 

・消防団や自主防災組織

等、市民による地域に

根ざした活動を促進す

るとともに、市防災体

制との連携についても

充実を図ります。 

危機管理課 

 

消防課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
域における防災面での

連携づくりに日頃から

取り組んでいくことが

求められます。 

・消防団や組合消防、警

察などとの組織的な連

携も重要です。「中野

市地域防災計画」を踏

まえつつ、地域防災力

が効果的に運用される

よう、体制づくりに努

める必要があります。 

 

  

２－４ 

状況把握の遅

れ 

市民との円滑

な情報伝達 

・迅速な救助、救急活動

の実施のため、支援ニ

ーズや被害状況等の諸

情報が円滑に、かつ双

方向でやりとりできる

ような環境づくりが必

要です。 

・ＳＮＳや市公式ホーム

ページなどを活用し

た、円滑で迅速な情報

のやりとりができる環

境の充実が求められま

す。 

 

・被災状況や支援ニーズ

など、多様な情報が円

滑にやりとりできるよ

う、ＳＮＳや市公式ホ

ームページなどによる

情報ネットワークの充

実・活用を図ります。 

庶務課 

 

危機管理課 

２－５ 

医療継続困難 

医療救護に関

する支援体制

づくり 

・医療施設、医療用資機

材、医薬品等の定期的

な点検把握を実施し、

被災状況によっては広

域的な連携による供給

要請などもできるよう

な環境づくりが求めら

れます。 

・人工透析患者や酸素療

養者等への対応につい

ては、医療サービスの

提供が滞ることのない

ようにする必要があり

ます。 

 

・「中野市地域防災計

画」を踏まえ、医療施

設等との連携を図りま

す。 

・高度医療の継続提供

等、医療機関が持続的

に活動を展開できるよ

う、支援に努めます。 

健康づくり課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

２－６ 

衛生環境の悪

化 

保健衛生、予

防活動の実施 

・ライフラインの断絶や

サプライチェーン（供

給網）の寸断などによ

り、地域の衛生状態の

悪化、感染症の発生等

も想定され、衛生に配

慮した生活・活動が求

められます。 

 

・被災後の生活活動にお

ける衛生環境の確保を

図ります。 

健康づくり課 

 

環境課 

２－７ 

救助･救急活

動等の不足 

消防団等によ

る救助･救急

活動等の不足 

・消防団（非常備消防）

は通常災害において、

救助隊１隊３班、救護

班 12 班で活動している

が、大規模災害時には

不足となる可能性があ

るため、一般団員にも

救助活動、救護活動が

出来るよう技術の習得

が求められます。 

・常備消防は本市及び山

ノ内町で岳南広域消防

組合を組織し、消防に

関する事務を共同で処

理しており、消防力の

適正な維持、整備を進

める必要があります。 

 

・全団員が消火活動のみ

ならず、救助活動、救

護活動も出来るよう、

実災害を想定した各種

訓練を実施し、技術・

知識の習得を図りま

す。 

消防課 
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３．指令・情報システムの確保 ～ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

 

  被災時の円滑な行動、混乱なく落ち着いて安全に行動するためには、適切な情報管理

や発信が求められます。交通・通信網の確保をはじめ、信頼性の高い情報を発信するた

めの拠点確保、市民が必要とする情報の適時提供といった配慮、準備が必要となります。 

  こうした観点を背景に、次のような想定、取組を位置づけます。 

 

 

＜テーマ＞ ＜目的・ねらい＞ 

指令・情報システムの確保 
 必要不可欠な行政機能、 

 情報通信機能は確保すること 

 

 

 

＜リスク想定＞ 
（起きてはならない最悪の事態） 

＜取り組むべき事項＞ 

３－１ 

支援活動の遅れ 
交通ネットワークの安全確保 

３－２ 

業務継続困難・復旧の遅れ 
行政機能、災害対策本部機能の確保 

３－３ 

災害対策全般の遅れ 
防災拠点施設の耐震化等 

３－４ 

即時一斉広報の滞り 
防災行政無線の適切な維持管理 

３－５ 

多様かつ双方向の情報提供量低下 
通信ネットワークの安全確保 

３－６ 

廃棄物増大・衛生環境悪化 
廃棄物処理の円滑な対応 

 

 

 

  



 - 30 - 

リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

３－１ 

支援活動の遅

れ 

交通ネットワ

ークの安全確

保 

・停電により、信号機等

の保安機器への電源供

給が遮断された場合、

地域の交通網が混乱

し、人命救助・物資補

給等に甚大な影響が出

る可能性があります。 

・信号機の機能停止を防

止するため、信号機に

電源付加装置の設置や

発動発電機直結型接続

ケーブルの整備を公安

委員会に要請していき

ます。 

市民課 

３－２ 

業 務 継 続 困

難・復旧の遅

れ 

行政機能、災

害対策本部機

能の確保 

・市では、災害発生時

等、人員や資機材に制

約がある状況下におい

ても、可能な限り業務

を進めることができる

よう備えておくため、

「中野市業務継続計画

（ＢＣＰ）」を策定し

ています。同計画に沿

った備えを通じ、災害

対策本部としての行政

機能の維持や、市民ニ

ーズへの可能な限り円

滑な対応に努める必要

があります。 

・「中野市業務継続計画

（ＢＣＰ）」の更新を

適時行います。 

・被災時における災害対

策本部機能等の迅速な

立ち上げ、円滑な遂行

ができるよう、「中野

市業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）」を踏まえた体制

の確保・充実を図りま

す。 

危機管理課 

３－３ 

災害対策全般

の遅れ 

防災拠点施設

の耐震化等 

・「中野市地域防災計

画」において定められ

た防災拠点施設等につ

いて、耐震化をはじめ

とする安定的な機能確

保が求められます。 

・「中野市耐震改修促進

計画」等の推進によ

り、耐震化・長寿命化

を図り、防災拠点施設

等の安定的な活用につ

なげていきます。 

都市計画課 

３－４ 

即時一斉広報

の滞り 

防災行政無線

の適切な維持

管理 

・大規模自然災害発生時

等にも通信手段が途絶

えることがないよう、

日頃からの適切な維持

管理が必要です。 

・防災行政無線の適切な

維持管理を図ります。 

危機管理課 

３－５ 

多様かつ双方

向の情報提供

量低下 

通信ネットワ

ークの安全確

保 

・ＮＴＴ等による、有

線・無線の通信ネット

ワークが市内各域に行

き渡っています。 

・情報発信や、市民との

双方向のやりとりな

ど、ネットワーク通信 

・有線、無線の通信ネッ

トワーク環境の維持、

災害時の迅速な復旧等

について、事業者等の

活動を促進していきま

す。 

・テレビ・ラジオ、県広 

 

危機管理課 

 

政策情報課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
は日常生活にも根ざし

た重要なインフラとな

っており、その安定確

保は災害に関わらず求

められています。 

・テレビ、ラジオ、県の

防災情報等、多様な情

報へのアクセス・連携

もまた大切です。 

 

報等、多様な情報提供

機能の安定提供を促進

します。 

・音声告知放送並びにＣ

ＡＴＶサービスを安定

提供するために老朽化

している伝送路設備の

適切な維持管理を行い

ます。 

 

３－６ 

廃棄物増大・

衛生環境悪化 

廃棄物処理の

円滑な対応 

・被災後の廃棄物の大量

発生、処理施設の停止

等により、廃棄物処理

が滞り、復旧が遅延す

る可能性があります。 

・災害廃棄物の処理が長

期化することにより、

復旧に期間を要する可

能性があります。 

・生ごみ等の処理に時間

がかかる場合、衛生環

境の悪化につながる可

能性もあります。 

・被災規模によるもの

の、廃棄物仮置き場の

確保については、処理

をスムーズに行うた

め、20 品目近い分別が

必要となります。その

ため、学校グラウンド

など広い空間が必要と

なるが、被災していな

い施設管理者は平常運

営を望むため、仮置き

場としての利用が難し

くなるなど課題も見ら

れます。 

 

・「中野市地域防災計

画」等を踏まえ、廃棄

物処理等の円滑な対応

を図ります。 

・災害発生時の廃棄物の

処理を迅速に行うた

め、「中野市災害廃棄

物処理計画」（仮称）

を策定します。 

 

環境課 
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４．動線・流れの確保 ～ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

 

  いわゆるライフラインの確保は、耐震化や更新などを行うなかでも、被災時にはいつ

どこでトラブルが起きるかによって、被害やその後の混乱の拡大につながりかねない懸

念をはらんでいます。水、エネルギー、交通、通信など、それぞれの特性に応じた安定

確保策及び復旧対応策などを確保しつつ、地域の動脈であるライフラインの安定維持に

つなげていく必要があります。 

  こうした観点を背景に、次のような想定、取組を位置づけます。 

 

 

＜テーマ＞ ＜目的・ねらい＞ 

動線・流れの確保 
 必要最低限のライフラインを 

 確保し、早期復旧ができること 

 

 

 

＜リスク想定＞ 
（起きてはならない最悪の事態） 

＜取り組むべき事項＞ 

４－１ 

上水道供給や下水道処理の停止・停電 
水やエネルギーの安定供給 

４－２ 

避難生活等の不安定化 
備蓄物資等の確保・災害時の円滑な供給 

４－３ 

コミュニティの孤立・移動困難 

公共交通網の災害耐性向上 

道路ネットワークの安定確保 

４－４ 

エネルギー関連施設の機能停止 
バイオマスエネルギーの推進 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

４－１ 

上水道供給や

下水道処理の

停止・停電 

水やエネルギ

ーの安定供給 

・水道や電気など、地域

に張りめぐらされたイ

ンフラ網も、市民生活

を支え災害時には迅速

な安定確保が求められ

ます。 

・「中野市公共下水道総

合地震対策計画」や

「中野市下水道ストッ

ク マ ネ ジ メ ン ト 計

画」、「中野市下水道

耐 水 化 計 画 」 （ 仮

称）、「中野市農業集

落排水事業最適整備構

想」（仮称）に基づ

き、下水道施設や下水

道終末処理場、排水処

理施設、農業集落排水

施設などの統廃合、耐

震化、耐水化及び長寿

命化を進めていく必要

があります。 

・「中野市下水道事業業

務継続計画（下水道Ｂ

ＣＰ）」を令和２年度

に策定しています。 

 

・上下水道の安定確保、

災害時の迅速な復旧に

努めます。 

・電力ネットワークの安

定確保について、事業

者活動を促進していき

ます。 

・長寿命化事業及び耐震

診断の結果等により、

必要な上下水道施設な

どの補修、改修または

耐震化、耐水化などを

進め、災害に強いイン

フラの確保と円滑な復

旧・業務継続等を図り

ます。 

・大規模停電に備え、平

時から電力会社との関

係を強化します。 

上下水道課 

 

４－２ 

避難生活等の

不安定化 

備蓄物資等の

確保・災害時

の円滑な供給 

・災害による経済・生活

機能の低下、ライフラ

インの停止等により、

食料や生活用品等が不

足する可能性がありま

す。 

・被災後、市外からの支

援に関わる人員や物資

の流入が想定され、そ

れらの適切な受入れ

（受援体制確保）がで

きない場合、市民への

支援が遅延する事態が

想定されます。 

・「長野県市町村災害時

相互応援協定」等に基

づき、平常時から連携

強化を図り、相互応援

体制の確立を進めま

す。 

・「中野市受援計画」の

更新を適時行います。 

・避難所の環境を整備す

るため、災害時要配慮

者に配慮した物資の備

蓄も進めます。 

・民間事業者等も含め、

平時から多様な支援・ 

危機管理課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
・市内の自主防災組織

や、近隣コミュニティ

等における助け合い、

支え合い、「共助」の

考え方に基づき、地域

防災力の向上へとつな

げていく必要がありま

す。 

応援の協定等、ルール

づくりに努め、協働に

よる対応を円滑に進め

るよう努めます。 

 

４－３ 

コミュニティ

の孤立・移動

困難 

公共交通網の

災害耐性向上 

・人や物資のスムーズな

移動、供給が損なわれ

ると、被災時の市外か

らの人やモノの供給遅

れ、避難や復旧活動等

の円滑な対応が困難に

なる可能性がありま

す。 

・鉄道、バス事業者等と

災害時を想定した情報

の共有化を図るととも

に、広域や長野県等と

の連携により、情報共

有の強化を図ります。 

政策情報課 

 道路ネットワ

ークの安定確

保 

・市内の道路ネットワー

クが寸断することによ

り、中山間部等の代替

路線が限られた地域を

中心に、孤立する集落

等が発生する可能性が

あります。 

・地震や大雪により発生

した土砂や雪の仮置き

場の不足により、復旧

等が遅延する可能性が

あります。 

・災害時における道路交

通ネットワーク機能の

維持に資する道路環境

の整備を継続して実施

し、道路の信頼性、安

全性の確保に努めま

す。 

・方針等を作成した上

で、土砂や雪の仮置き

場の確保を進めます。 

道路河川課 

４－４ 

エネルギー関

連施設の機能

停止 

バイオマスエ

ネルギーの推

進 

・バイオマスエネルギー

を推進することで、温

室効果ガスの排出量を

削減し地球温暖化の影

響による災害を防止し

ます。 

・エネルギー自給率を高

めることで化石燃料に

頼らないエネルギー自

立地域を確立する。ま

た、災害時のエネルギ

ー確保による防災力の

強化など、災害に強い

まちづくりをします。 

・未利用の農業廃棄物を

使ったバイオマス発電

など、再生可能エネル

ギーの創出と循環型社

会の形成を推進しま

す。 

農政課 
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５．復旧・継続の支援 ～ 流通・経済活動を停滞させないこと 

 

  被災後の対応手法や内容は、その後の復旧・復興に大きな影響を与えるものであり、

日常の生活を取り戻すためには、さまざまな視点に基づく復旧や生活・事業等の継続に

向けた準備が求められます。安全・衛生面の確保、二次被害の防止、まちづくりの意志

決定など、段階を追った取組が必要です。 

  こうした観点を背景に、次のような想定、取組を位置づけます。 

 

 

＜テーマ＞ ＜目的・ねらい＞ 

復旧・継続の支援 
流通・経済活動等を 

停滞させないこと 

 

 

 

＜リスク想定＞ 
（起きてはならない最悪の事態） 

＜取り組むべき事項＞ 

５－１ 

危険箇所の発生・情報提供の遅れ 
土砂災害等の防止 

５－２ 

農地森林等の崩壊 
農地・森林等の安全性確保 

５－３ 

危険物の流出・火災等 
危険物取扱の安全確保 

５－４ 

デマや風評被害の発生 
観光や地域農産物に対する風評被害の抑制 

５－５ 

避難生活環境の悪化 
避難所等における環境の向上 

５－６ 

要配慮者の避難所等における生活環境の悪化 
要配慮者への対応 

５－７ 

ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次

災害の発生 

ため池の損壊等によるリスクの軽減 

５－８ 

農地・森林等の荒廃 

農地の荒廃の抑制 

森林等の荒廃の抑制 

５－９ 

倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 
地籍調査の推進 

５－10 

投票所等・避難所双方の運営の混乱 
災害時の選挙執行 

５－11 

その他 
多様な強靱化 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等 

５－１ 

危険箇所の発

生・情報提供

の遅れ 

土砂災害等の

防止 

・大規模災害が発生した

場合には、土石流、地

すべりなどの土砂災害

による二次災害が発生

する可能性がありま

す。また、地震発生後

は地盤条件等が変化

し、通常時よりも少な

い降雨で土砂災害が発

生する可能性があり、

土砂災害警戒情報等、

県との連携を踏まえ、

対応していく必要があ

ります。 

 

・耐震化対策の必要があ

るため池等について、

国、県の補助制度等を

活用し、ため池の耐震

補強を進めます。 

・施設の保全について

は、管理団体との連携

を図っていきます。 

農政課 

５－２ 

農地森林等の

崩壊 

農地・森林等

の安全性確保 

・農地・森林等の保水率

低下による浸水被害の

低減や、農業、農村の

多面的機能の維持、発

揮のため、農地・農業

用施設等の保全活動や

森林整備の推進が必要

です。 

・遊休荒廃農地を解消す

るため、必要な財政支

援、情報提供などを通

じて総合的に支援しま

す。 

・「中野市森林整備計画

書」等に基づく間伐・

保育等の事業を継続し

て実施し、森林の多面

的機能の維持・増進に

取り組みます。 

 

農政課 

５－３ 

危険物の流出 

・火災等 

危険物取扱の

安全確保 

・石油類やガス等、危険

物の貯蔵施設や設備の

倒壊等による大規模な

流出を予防するため、

施設・設備の安全性の

確保、保安体制の強化

が必要です。 

 

・ホームタンクの管理者

に設置基準を周知し、

安全性を確保します。 

消防課 

５－４ 

デマや風評被

害の発生 

観光や地域農

産物に対する

風評被害の抑

制 

・県や関連団体等と連携

し、ホームページ等を

通じて災害に関する状

況の正確な発信など、

風評被害の防止が求め

られます。また、実際 

・復旧・復興に関わる正

しく有益な情報を円滑

に提供できるよう、市

公式ホームページ等情

報媒体の活用充実を図

ります。 

 

売れる農業

推進室 

 

営業推進課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
に風評被害が発生して

いる場合は、地域が被

害を軽減するために行

うプロモーション支援

等の適切な対応も必要

です。 

 

  

５－５ 

避難生活環境

の悪化 

避難所等にお

ける環境の向

上 

・避難所におけるより良

い生活環境確保のた

め、日用生活品の備蓄

や、被災者ニーズにあ

った環境整備が求めら

れます。 

・国や県等の基準を踏ま

え、避難所等の適切な

開設・運営を図りま

す。 

・備蓄品の拡充を図りま

す。 

・マンホールトイレを設

置します。 

危機管理課 

 

上下水道課 

５－６ 

要配慮者の避

難所等におけ

る生活環境の

悪化 

要配慮者への

対応 

・福祉避難所の災害時に

おける緊急・迅速な対

応ができるよう、平常

時からの基本的な取組

や、災害時における支

援・取組について確認

する必要があります。 

 

・「中野市福祉避難所開

設・運営マニュアル」

を関係団体等に周知

し、福祉避難所の迅速

かつ円滑な開設・運営

を図ります。 

福祉課 

 

高齢者支援課 

５－７ 

ため池、ダム

等の損壊・機

能不全による

二次災害の発

生 

ため池の損壊

等によるリス

クの軽減 

・市内のため池の損壊等

による下流集落への影

響を最小限に抑える必

要があります。 

・農業用ため池ハザード

マップの作成、低水管

理等の防災・減災対策

を促進します。 

・ため池の耐震性点検を

実施するなど、安全性

の確認を行います。 

・ため池の耐震性点検の

結果、耐震性が確保さ

れていないため池につ

いて、国や県の補助を

活用しながら耐震化工

事を検討・実施しま

す。 

・市内ため池の洪水吐の

能力不足、堤体の余裕

高不足等、豪雨対策が 

農政課 
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リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等    
必要なため池について

下流域への被害を未然

に防止するため、国や

県の補助を活用しなが

ら計画的に改修を実施

します。 

 

５－８ 

農地・森林等

の荒廃 

農地の荒廃の

抑制 

・農地等が持つ保水、地

域資源の維持発展とい

った多様な機能を踏ま

え、関連計画等に基づ

く適切な維持・管理を

行う必要があります。 

・農業・農村が有する多

面的機能の維持・発揮

を図るため、農業者等

が共同して取り組む地

域活動や地域資源（農

地・水路・農道等）の

保全管理を行うための

活動組織の体制づくり

を支援します。 

 

農政課 

 森林等の荒廃

の抑制 

・森林等が有する多面的

な機能を高度に発揮さ

せ、水源の涵養等、地

域資源の維持発展とい

った機能を踏まえ、関

連計画等に基づく適切

な維持・管理を行う必

要があります。 

 

・森林の多面的な機能を

持続的に発揮させるた

め、間伐を中心とした

森林づくりを計画的に

進めます。 

・森林の土砂災害防止機

能を向上させる「災害

に強い森林づくり」を

推進します。 

 

農政課 

５－９ 

倒壊した住宅

の再建が大幅

に遅れる事態 

地籍調査の推

進 

・市では限りある土地の

有効活用、保全のため

に、土地の実態を正確

に把握するため、平成

28 年度から「中野市地

籍調査事業実施計画」

に基づき、地籍調査に

着手しており、今後も

計画的に進めていく必

要があります。 

 

・災害後の円滑な復旧、

復興のために、土地境

界を明確にしておくこ

とが重要であることか

ら地籍調査事業を推進

します。 

道路河川課 

５－10 

投票所等・避

難所双方の運

営の混乱 

災害時の選挙

執行 

・選挙の管理執行と災害

対応が重なった際の対

応について、危機管理

関係部局等と連携が必 

・選挙の管理執行におけ

る危機管理マニュアル

等を定め、選挙事務の

円滑・適正な執行の実 

選挙管理委

員会事務局 

 

 



 - 39 - 

リスク想定 
取り組むべき

事 項 

現状の評価・分析 

（脆弱性等の評価） 
施策の推進方針 

主 な 

該当課等   
要です。 

・選挙の当日に投票所等

を設置した施設に住民

が避難する必要が生じ

た場合には、投票所等

の区画と別の場所に避

難させるなど、双方に

混乱が生じないよう配

慮が必要です。 

・選挙人名簿や投票用

紙、投票箱の適切な管

理及び投票の秘密保持

など、選挙の公平確保

に十分な留意が必要で

す。 

 

現を図ります。  

５－11 

その他 

多様な強靱化 ・情報通信ネットワーク

や媒体・端末等を活用

し、安全かつ円滑、効

果的に情報のやりとり

を実施するため、地域

におけるデジタル化の

さらなる推進が課題と

なっており、「デジタ

ル強靱化」として、地

域の安定性や柔軟性に

向けた活用策の充実を

本市においてもめざし

ていく必要がありま

す。 

・新型コロナウイルスを

はじめとする感染症の

対策についても、地域

を挙げての取組が不可

欠であり、保健、医

療、衛生管理といった

面からの強靱化も、地

域の安全性や安定性に

資する取組として、重

視していく必要があり

ます。 

 

・各種まちづくり、教

育、福祉などのさまざ

まな場面において、デ

ジタルやＡＩなどの先

進技術を活用し、より

安全に生活、経済活動

を行うことのできる環

境づくりを推進しま

す。 

・保健、医療等の関連部

門の活動を通じ、衛生

面における安全性向

上、強靱化を推進しま

す。 

全課 
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関連資料 

 

１．アクションプラン（施策・事業の概要・目標） 

 

 第３章における、リスク想定ごとの取り組むべき事項、現状の評価・分析、施策の推

進方針といった考え方に基づき、具体的な施策・事業の方向性について、次のとおり位

置づけます。 

  なお、ここに示す情報については、本計画の期間（５か年）を通じた取組のほか、毎

年のローリングや時代情勢等を背景に、柔軟に改定・位置づけを行うものです。 

 



 - 41 - 

＜１ いのちを守る＞ アクションプラン 

リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

１－１ 

公共施設の損

壊・機能停止 

市有施設の耐

震化等 

都市計画課 

 

所管施設を

有する各課 

・（都市計画課）「中野市耐

震改修促進計画」等、関連

計画の推進 

・（子育て課）「中野市幼

児・児童施設個別施設計画

（平成 30 年３月）」の見直

し等、老朽化する公共施設

の整備、計画的な施設管理 

・（保育課）「中野市保育所

整備計画」の見直しによる

計画的な施設整備の推進 

・（消防課）「中野市地域防

災計画」に基づき、消防水

利の維持管理及び整備を計

画的に進めます。 

・（学校教育課）「中野市立

小中学校長寿命化計画」の

見直し等、老朽化する施設

の整備及び維持管理 

 

 

１－２ 

道路の損壊・

交通ネットワ

ークの寸断 

道路等交通ネ

ットワーク環

境の整備 

道路河川課 ・道路ネットワークの点検、

修繕等、適切な管理の推進 

・橋梁の点検、修繕等、適切

な管理の推進 

・公共施設長寿命化による安

定的、長期的な管理の推進 

・道路ストック総点

検及び修繕 

１級、２級市道等 

（147km） 

・橋梁の長寿命化計

画に基づく修繕 

【 個 別 施 設 計 画

（橋梁）】長寿命

化修繕工事数 

（平成 23年度） 

20橋 

↓ 

（～令和５年度） 

40橋 

・橋梁の定期点検 

（平成 26年度～） 

203橋 

↓ 

（～令和５年度） 

２巡目実施 
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リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

１－３ 

市街地の損壊 

・機能停止 

市街地環境の

充実 

都市計画課 ・「中野市都市計画マスター

プラン」等の適切な運用に

よる、良質な市街地環境の

確保 

 

１－４ 

住宅等の損壊 

住宅や民間建

築物の耐震化

等 

都市計画課 ・「中野市耐震改修促進計

画」等、関連計画の推進 

・「中野市空家等対策計画」

などに関連する事業の推進 

・「中野市耐震改修

促進計画」等の関

連計画の推進 

一般住宅の 

耐震化率 

（平成 30年度） 

78.8％ 

↓ 

（令和７年度） 

90.0％ 

公営住宅の長

寿命化等 

都市計画課 ・「中野市公営住宅等長寿命

化計画」による市営住宅の

更新 

・老朽化した市営住

宅の更新 

（東山第１団地） 

１－５ 

河川の増水・

堤防決壊・浸

水 

治水対策の推

進 

道路河川課 ・「信濃川水系緊急治水対策

プロジェクト」の推進 

・市内河川に係る河川愛護活

動の推進 

・千曲川を除く市内河川の水

辺環境の安全確保 

 

１－６ 

土砂崩れ・交

通網寸断 

土砂災害対策

の推進 

農政課 

 

道路河川課 

 

都市計画課 

・（農政課）森林・農地等の

適切な維持管理の促進 

・（道路河川課）幹線道路危

険箇所点検の実施 

・（都市計画課）大規模盛土

造成地の変動予測調査の実

施 

・（道路河川課）幹

線道路危険箇所点

検 

11路線（年１回） 

・（都市計画課）変

動予測調査 

41箇所 

１－７ 

避難遅延や社

会的混乱 

防災意識の高

揚 

危機管理課 

 

福祉課 

 

高齢者支援

課 

・（危機管理課）「地区防災

マップ」の作成 

・（福祉課）「災害時支え合

いマップ」の作成 

・（福祉課）避難行動要支援

者の個別計画の作成 

・ （ 危 機 管理 課 ）

「 地 区 防 災 マ ッ

プ 」 の 作 成 （ 76

区） 

・（福祉課）「災害

時 支 え 合 い マ ッ

プ」の作成 

（76区） 

 市民やコミュ

ニティにおけ

る防災力の強

化 

危機管理課 ・出前講座等による情報提供

の充実 

・自主防災組織の設立、活動

促進 

・自主防災組織の組

織率：55％ 

（～令和６年度） 
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リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

１－８ 

防災への無関

心・災害時の

混乱 

防災学習の推

進 

危機管理課 

 

学校教育課 

 

生涯学習課 

・（学校教育課）各学校で作

成している防災計画等に沿

った避難訓練等の実施 

・（生涯学習課）「中野まな

びぃ塾 もしものときに備

えて」の開催・連携による

防災学習の充実 

 

１－９ 

状況確認や避

難行動等の遅

れ 

情報通信機能

の安定確保 

庶務課 

危機管理課

政策情報課 

福祉課 

・（政策情報課）音声告知放

送並びにＣＡＴＶサービス

を安定提供するため、老朽

化している伝送路設備の適

切な維持管理 

・（政策情報課）中

野市すぐメール登

録者数 5,000件 

 （～令和６年度） 

・（政策情報課）伝

送路設備の稼働率

99.5%以上 

１－10 

避難指示等の

判 断 の 遅 れ

や、情報伝達

手段の不備に

伴う避難の遅

れ 

避難行動等に

関する意識啓

発 

危機管理課 ・広報紙や出前講座等、多様

な機会・媒体を通じた、避

難行動等に関する周知 

・「マイ・タイムライン」の

周知、及び市民による作成

促進 

 

情報の共有・

連携・活用 

危機管理課 

福祉課 

高齢者支援

課 

・（福祉課、高齢者支援課）

全地区での「災害時支え合

いマップ」の作成・活用 

・（福祉課、高齢者支援課）

避難行動要支援者の個別計

画の作成 

 

各種計画の策

定・活用 

危機管理課 

 

健康づくり

課 

 

福祉課 

 

社会就労セ

ンター 

 

高齢者支援

課 

 

子育て課 

・（危機管理課）実効性の高

い避難訓練の実施や、防災

を常に意識した災害への備

えの機運づくり 

・（健康づくり課）入院設備

のある医療機関について、

避難確保計画に基づく避難

訓練の実施依頼 

・（社会就労センター）避難

行動の円滑かつ迅速な確保

に向けた、避難確保計画に

基づく訓練の実施、必要に

応じた計画の見直し 

・（高齢者支援課）避難確保

計画の見直しと実効性の高 

・（高齢者支援課）

避難確保計画の見

直し（年１回）と

避難訓練の実施 
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リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

 
 

保育課 

 

学校教育課 

 

い避難訓練の実施推進 

・（子育て課）避難確保計画

の見直しと実効性の高い避

難訓練の実施 

・（保育課）「中野市保育所

保全計画」の運用・適切な

見直しによる、実効性の高

い避難訓練の実施 

・（学校教育課）避難確保計

画に沿った避難訓練の実施 

 

 

要配慮者等へ

のきめ細かな

対応 

福祉課 ・文字情報表示機能付き戸別

受信機の普及・設置推進 

・文字情報表示機能

付き戸別受信機の

設置（聴覚障害者

手帳２級所持者以

上の全員宅） 
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＜２ 円滑・迅速な支援＞ アクションプラン 

リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

２－１ 

被災箇所への

アクセス不能 

危険箇所等の

点検・対応 

道路河川課 ・幹線道路危険箇所の定期的

な点検実施 

・幹線道路危険箇所

点検 

11路線（年１回） 

２－２ 

行動・活動の

遅れ 

避難・救助・

救援等の対策 

危機管理課 

文化スポー

ツ振興課 

上下水道課 

・（危機管理課）避難所等、

防災拠点における設備、備

品等の計画的な確保、管理 

 

２－３ 

行動の遅れ・

孤立 

地域に根ざし

た防災体制づ

くり 

危機管理課 

 

消防課 

・（危機管理課）民間と行政

の防災組織、活動等の円滑

な連携充実 

・（消防課）消防団や市消防

等の連携充実 

 

２－４ 

状況把握の遅

れ 

市民との円滑

な情報伝達 

庶務課 

 

危機管理課 

・（危機管理課）想定される

ニーズを踏まえた食料や資

機材等の備蓄、災害時にお

ける物資供給の協定締結 

・（危機管理課）新

たな協定の締結 10

者以上 

（～令和７年度） 

２－５ 

医療継続困難 

医療救護に関

する支援体制

づくり 

健康づくり

課 

・「中野市地域防災計画」を

踏まえた医療施設等との連

携 

・高度医療の継続提供等、医

療機関が持続的に活動を展

開できるための支援 

 

２－６ 

衛生環境の悪

化 

保健衛生、予

防活動の実施 

健康づくり

課 

 

環境課 

 

・（健康づくり課）平常時よ

り感染症予防対策としての

マスク、消毒薬等の備蓄品

の一定量確保 

・（健康づくり課）災害発生

時における、専門職による

健康調査、衛生指導等の実

施、感染症予防活動の速や

かな実施 

 

２－７ 

救助･救急活

動等の不足 

消防団等によ

る救助･救急

活動等の不足 

消防課 ・消防団員の確保、民間との

協力体制の充実 

・消防関係機関との連携 

・組合消防の充実強化 
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＜３ 指令・情報システムの確保＞ アクションプラン 

リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

３－１ 

支援活動の遅

れ 

交通ネットワ

ークの安全確

保 

市民課 ・警察や公安委員会との連携

による、地域安全・交通安

全等の確保 

・主要交差点の安全確保 

 

３－２ 

業務継続困難 

・復旧の遅れ 

行政機能、災

害対策本部機

能の確保 

危機管理課 ・「中野市業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）」の運用及び必要に

応じた見直し推進 

 

３－３ 

災害対策全般

の遅れ 

防災拠点施設

の耐震化等 

都市計画課 ・「中野市耐震改修促進計

画」等の推進による、耐震

化・長寿命化、防災拠点施

設としての安定的な活用 

・「中野市耐震改修

促進計画」等の関

連計画の推進 

・多数の者が利用す

る特定既存耐震不

適格建築物の耐震

化 

（令和２年） 

95.7％ 

↓ 

（令和７年） 

100.0％ 

３－４ 

即時一斉広報

の滞り 

防災行政無線

の適切な維持

管理 

危機管理課 ・防災行政無線の適切な維持

管理 

 

 

３－５ 

多様かつ双方

向の情報提供

量低下 

通信ネットワ

ークの安全確

保 

危機管理課 

 

政策情報課 

・（政策情報課）通信ネット

ワーク安定確保に関わる民

間事業者活動の促進 

・（政策情報課）中

野市すぐメール登

録者数 5,000件 

（～令和６年度） 

・（政策情報課）伝

送路設備の稼働率

99.5％以上 

３－６ 

廃棄物増大・

衛生環境悪化 

廃棄物処理の

円滑な対応 

環境課 ・「中野市災害廃棄物処理計

画」（仮称）の策定等によ

る廃棄物処理等の円滑な実

施 

・策定 

（～令和３年度） 
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＜４ 動線・流れの確保＞ アクションプラン 

リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

４－１ 

上水道供給や

下水道処理の

停止・停電 

水やエネルギ

ーの安定供給 

上下水道課 ・各種ライフラインの耐震化

等、対応推進 

・効率的な汚水処理のための

下水道処理施設統廃合事業 

・「中野市下水道ストックマ

ネジメント計画」に基づく

下水道施設の長寿命化 

・「中野市公共下水道総合地

震対策計画」に基づく下水

道施設の耐震化 

・「中野市下水道耐水化計

画」（仮称）（令和３年度

作成予定）に基づく下水道

施設の耐水化 

・「中野市農業集落排水事業

最適整備構想」（仮称）に

基づく農業集落排水施設の

長寿命化 

・「中野市下水道事業 業務継

続計画」（下水道ＢＣＰ）

に基づく、被災時における

下水道業務の円滑な復旧・

事業継続及びより効果的な

計画に向けたＰＤＣＡサイ

クルによる見直し 

・「中野市水道ビジョン（改

訂版）」に基づく、水道施

設及び管路の耐震化 

・電力会社等、民間企業との

平時からの連携充実 

・草間処理区を高丘

処理区へ統合 

（～令和３年度） 

・日野処理区を中野

処理区へ統合 

（～令和４年度） 

・延徳処理区を中野

処理区へ統合 

（～令和５年度） 

・中野浄化管理セン

ター（水処理施設

の一部ほか）の長

寿命化 

（～令和７年度） 

・大口径（φ700 ㎜以

上）の幹線管路及

びマンホールトイ

レ設置予定箇所の

排水管路の耐震化 

・中野浄化管理セン

ター（水処理施設

の一部ほか）の耐

震化 

（～令和７年度） 

・中野、高丘浄化管

理センターの耐水

化 

４－２ 

避難生活等の

不安定化 

備蓄物資等の

確保・災害時

の円滑な供給 

危機管理課 ・応援体制や受援体制等、避

難支援における物資供給等

の円滑な実施につながる体

制の確保 

・災害時要配慮者への配慮

や、地域の防災組織、民間

事業者との連携など、きめ

細かい連携・支援体制づく

り 

・非常用食料（アル

ファ化米、缶入り

パン、レトルト食

品（おかず）） 

6,300 食（人口の

５％の３食分）以

上の継続確保 
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リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

４－３ 

コミュニティ

の孤立・移動

困難 

公共交通網の

災害耐性向上 

政策情報課 ・公共交通機関・事業者との

平時からの情報共有化、連

携 

・県や広域での連携 

 

 道路ネットワ

ークの安定確

保 

道路河川課 ・道路ネットワークの計画的

な充実、維持管理 

・代替路線等、ネットワーク

性の可能な限りの確保 

・土砂や雪などの仮置き場の

確保想定及び確保に関わる

ガイドラインの策定 

 

 

・道路ストック総点

検及び修繕 

１級、２級市道等 

（147km） 

・橋梁の長寿命化計

画に基づく修繕 

【 個 別 施 設 計 画

（橋梁）】長寿命

化修繕工事数 

（平成 23年度） 

20橋 

↓ 

（～令和５年度） 

40橋 

・橋梁の定期点検 

（平成 26年度～） 

203橋 

↓ 

（～令和５年度） 

２巡目実施 

４－４ 

エネルギー関

連施設の機能

停止 

バイオマスエ

ネルギーの推

進 

農政課 ・バイオマス発電等、地域の

実情を踏まえた、小規模で

あっても着実な電力源の確

保 

・バイオマスエネル

ギー事業者 

（平成 30年度） 

０者 

↓ 

（～令和６年度） 

２者 
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＜５ 復旧・継続の支援＞ アクションプラン 

リスク想定 

取り組むべ

き 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

５－１ 

危険箇所の

発生・情報

提供の遅れ 

土砂災害等

の防止 

農政課 ・危険箇所の適切な把握、管

理 

・ため池の耐震補強 

 

５－２ 

農地森林等

の崩壊 

農地・森林

等の安全性

確保 

農政課 ・遊休荒廃農地の活用、適切

な管理に向けた財政支援や

情報提供等、農業振興策等

の充実 

・遊休荒廃農地面積 

（平成 30年度） 

536ha 

↓ 

（～令和６年度） 

531ha 

５－３ 

危険物の流

出・火災等 

危険物取扱

の安全確保 

消防課 ・ホームタンク管理者への安

全管理の促進、周知 

 

５－４ 

デマや風評

被害の発生 

観光や地域

農産物に対

する風評被

害の抑制 

売 れ る 農

業推進室 

 

営 業 推 進

課 

・ホームページ等の情報媒体

の適切な運用、活用充実 

・中野市関連ＳＮＳ 

フォロワー数 

（Facebook,Twitter, 

   Instagram） 

7,000件 

 （～令和６年度） 

５－５ 

避難生活環

境の悪化 

避難所等に

おける環境

の向上 

危 機 管 理

課 

 

上 下 水 道

課 

・（危機管理課）各種基準等

を踏まえた、避難所等の適

切な開設、運営 

・（危機管理課）避難所施

設・設備や備蓄品等、適切

な避難生活環境に係る支援

充実 

・（上下水道課）指定避難場

所である南宮中学校及び中

野平中学校へのマンホール

トイレの設置 

・（上下水道課）マン

ホールトイレ数 

（令和２年度） 

０基 

↓ 

（～令和７年度） 

20基 

５－６ 

要配慮者の

避難所等に

おける生活

環境の悪化 

要配慮者へ

の対応 

福祉課 

 

高 齢 者 支

援課 

・「中野市福祉避難所開設・

運営マニュアル」の必要に

応じた見直し 

・同マニュアルに基づく福祉

避難所の迅速かつ円滑な開

設・運営 
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リスク想定 
取り組むべき 

事 項 

主 な 

該当課等 
関連施策・事業 数値目標・ＫＰＩ 

５－７ 

ため池、ダム

等の損壊・機

能不全による

二次災害の発

生 

ため池の損壊

等によるリス

クの軽減 

農政課 ・農業用ため池ハザードマッ

プの作成 

・低水管理等、防災・減災対

策の促進 

・ため池の耐震性点検実施 

・国、県の補助活用に基づく

ため池の計画的な耐震化、

改修実施 

 

５－８ 

農地・森林等

の荒廃 

農地の荒廃の

抑制 

農政課 ・農地の有効活用に向けた個

人や組織による営農振興策

の推進 

 

 森林等の荒廃

の抑制 

農政課 ・「中野市森林整備計画書」

等に基づく森林、山林の計

画的な維持管理 

 

５－９ 

倒壊した住宅

の再建が大幅

に遅れる事態 

地籍調査の推

進 

道路河川課 ・地籍調査事業の推進 ・「中野市第７次国

土調査事業十箇年

計画」調査対象面

積に対する進捗率 

（令和２年度） 

0.88％ 

↓ 

（～令和７年度） 

2.24％ 

５－10 

投票所等・避

難所双方の運

営の混乱 

災害時の選挙

執行 

選挙管理委

員会事務局 

・選挙の管理執行に関わる危

機管理マニュアルの作成及

び選挙事務に円滑・適切な

執行 

 

５－11 

その他 

多様な強靱化 全課 ・各分野におけるデジタル化

の推進、効率性や安全性の

向上 

・保健衛生管理や医療との連

携による、安全性の向上 
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２．策定体制等 

 

■ 策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 策定経過 

 

 内 容 

令和２年 

   ８月 

◇庁内連絡会議（第１回） 

・国土強靱化計画について 

・各課への情報提供依頼、記入様式説明 など 

   10月～ ◇庁内連絡会議（第２回）（資料配付） 

・記入様式を通じた各課との情報共有・連携 

・計画素案の検討 

・計画案の作成 

令和３年 

   １月 

◇庁内連絡会議（第３回）（資料配付） 

・計画案の最終検討 

   ２月 ・パブリックコメント 

   ３月 ・計画の決定 

 

 

  

 

中 野 市 

◆国土強靱化地域計画 

  庁内検討 

・計画策定に関わる連

携・調整 

◆各部課等 

・所管施策・事業の点

検、情報提供 

・計画内容の検討 

◆総務部危機管理課 

・計画策定事務局    ・連絡・調整 

・計画とりまとめ 
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３．（参考）第２期 中野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

 

  本市の最上位計画である「第２次中野市総合計画」のもとで、戦略的なまちづくりや

事業推進をめざすために策定している「第２期中野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（令和２年３月）の概要は次のとおりです。 

 

■ ４つの基本目標 

～ 住みよさで選ばれるまちへ ～ 

基本目標１ 
子育て子育ち安心戦略 

～自然減の抑制～ 

基本目標２ 
「故郷」のふるさとに住まう人口定着戦略 

～社会増への転換～ 

基本目標３ 
雇用創出と「信州なかの」ブランドをいかした産業振興戦略 

～労働と基幹産業の安定～ 

基本目標４ 
確かな暮らし実現戦略 

～安心安全・健康長寿のまちづくり～ 

 

■ 第２期戦略における新たな視点 

◇ 地域や地域の人たちと多様な形で関わりを持つ「関係人口」の創出・拡大 

◇ 企業や個人による寄付・投資等 

◇ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた技術の活用 

◇ ＳＤＧｓを原動力とした取組 

◇ 人材の掘り起こしや育成、活躍を支援 

◇ 地域づくりを担うＮＰＯ等の組織や企業と連携 

◇ 女性、高齢者、障がい者、外国人等誰もが活躍できる地域社会 

◇ 地域経営の視点で取り組む 
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■ 人口ビジョン 
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４．「起きてはならない最悪の事態」の設定 

 

  本計画の施策・事業推進の前提となる「起きてはならない最悪の事態」については、

本市で起こりうる災害や地勢条件等を踏まえ、第２期長野県強靱化計画に掲げる32項目

を15項目に整理した。 

 

【長野県強靱化計画】  【中野市国土強靱化地域計画】 

事前に

備える

べき 

目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

 
事前に備
えるべき 
目標 

施策項目 
（起きてはならない最悪の事態） 

１ 

人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る
こ
と 

○住宅の倒壊や、住宅密集地の火災
による死傷者の発生 

 

１ 
い
の
ち
を
守
る 

～ 

人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る
こ
と 

ⅰ ●市有施設の耐震化等 
（公共施設の損壊・機能停止） 

●道路等交通ネットワーク環境の
整備 
（道路の損壊・交通ネットワー
クの寸断） 

●市街地環境の充実 
（市街地の損壊・機能停止） 

 
○多数の者が利用する施設の倒壊・
火災による死傷者の発生 

 

ⅱ ●住宅や民間建築物の耐震化等 
●公営住宅の長寿命化等 
（住宅等の損壊） 

●治水対策の推進 
（河川の増水・堤防決壊・浸水） 

●土砂災害対策の推進 
（土砂崩れ・交通網寸断） 

 
○豪雨による河川の氾濫に伴う住宅
などの建築物の浸水 

 

ⅲ ●防災意識の高揚 
●市民やコミュニティにおける防
災力の強化 
（避難遅延や社会的混乱） 

 
○土石流、地すべり等の土砂災害に
よる死傷者の発生  

ⅳ ●防災学習の推進 
（防災への無関心・災害時の混
乱） 

 ○火山噴火による住民や観光客の死
傷者の発生  

○避難勧告・指示の判断の遅れや、
情報伝達手段の不備に伴う避難の
遅れによる死傷者の発生 

 

ⅴ ●情報通信機能の安定確保 
（状況確認や避難行動等の遅れ） 
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事前に

備える

べき 

目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

 
事前に備
えるべき 
目標 

施策項目 
（起きてはならない最悪の事態） 

２ 

負
傷
者
等
に
対
し
、
迅
速
に
救
助
、 

 
 
 

救
急
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と 

○長期にわたる孤立集落等の発生
（大雪を含む）や、被災地での食
料、飲料水等の長期にわたる不足 

  

２ 

円
滑
・
迅
速
な
支
援 

 

～ 

負
傷
者
等
に
対
し
、
迅
速
に
救
助
、 

 
 
 
 
 
  
 

救
急
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と 

ⅰ ●危険箇所等の点検・対応 
（被災箇所へのアクセス不能） 

●避難・救助・救援等の対策 
（行動・活動の遅れ） 

●地域に根ざした防災体制づくり 
（行動の遅れ・孤立） 

●市民との円滑な情報伝達 
（状況把握の遅れ） 

●医療救護に関する支援体制づく
り 
（医療継続困難） 

○警察、消防、自衛隊による救助･救
急活動等の不足 

○救助・救急、医療活動のためのエ
ネルギー供給の長期途絶 

 
ⅱ ●保健衛生、予防活動の実施 

（衛生環境の悪化） 
●消防団等による救助･救急活動等
の不足 
（救助・救急活動等の不足） 

 
 

○医療機関、医療従事者の不足や、
医療施設の被災による医療機能の
麻痺 

 
 

○被災における疫病・感染症等の大
規模発生  

３ 

必
要
不
可
欠
な
行
政
機
能
、
情
報 

 
 
 

通
信
機
能
は
確
保
す
る
こ
と 

○信号機の停止等による交通事故の
多発   

３ 

指
令
・
情
報
シ
ス
テ
ム
の
確
保 

 

～ 

必
要
不
可
欠
な
行
政
機
能
、
情
報 

 
 
 
 

通
信
機
能
は
確
保
す
る
こ
と 

ⅰ ●交通ネットワークの安全確保 
（支援活動の遅れ） 

 
○県庁、市町村役場をはじめとする
地方行政機関の大幅な機能低下  

ⅱ ●行政機能、災害対策本部機能の
確保 
(業務継続困難・復旧の遅れ) 

●防災拠点施設の耐震化等 
(災害対策全般の遅れ) 

●防災行政無線の適切な維持管理 
(即時一斉広報の滞り) 

●通信ネットワークの安全確保 
(多様かつ双方向の情報提供量低
下) 

●廃棄物処理の円滑な対応 
(廃棄物増大・衛生環境悪化) 

 
 

○停電、通信施設の倒壊による情報
通信の麻痺・長期停止 

 

○テレビ･ラジオ放送の中断等により
災害情報が必要な者に伝達できな
い事態 

 

４ 

必
要
最
低
限
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
確
保 

 
 

 

し
、
早
期
復
旧
が
で
き
る
こ
と 

○電力供給ネットワーク（発変電
所、送配電設備）や石油・都市ガ
ス・LPガスサプライチェーンの機
能の停止 

  

４ 

動
線
・
流
れ
の
確
保 

 

～ 

必
要
最
低
限
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を 

 
 

 

確
保
し
、
早
期
復
旧
が
で
き
る
こ
と 

ⅰ ●水やエネルギーの安定供給 
(上水道供給や下水道処理の停
止・停電) 

●備蓄物資等の確保・災害時の円
滑な供給 
(避難生活等の不安定化) 

●公共交通網の災害耐性向上 
●道路ネットワークの安定確保 
(コミュニティの孤立・移動困難) 

●バイオマスエネルギーの推進 
(エネルギー関連施設の機能停止) 

 

○上水道等の長期間にわたる供給停
止 

 

○汚水処理施設等の長期間にわたる
機能停止  

○地域交通ネットワークが分断する
事態   
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事前に

備える

べき 

目標 

起きてはならない最悪の事態 
（リスクシナリオ） 

 
事前に備
えるべき 
目標 

施策項目 
（起きてはならない最悪の事態） 

５ 

流
通
・
経
済
活
動
を 

 
 
 

停
滞
さ
せ
な
い
こ
と 

○サプライチェーンの寸断等に伴う
企業の生産力低下による経済活動
の麻痺 

 
  

５ 

復
旧
・
継
続
の
支
援 

～ 
流
通
・
経
済
活
動
を
停
滞
さ
せ
な
い
こ
と 

ⅰ ●土砂災害等の防止 
(危険箇所の発生・情報提供の遅
れ) 

●農地・森林等の安全性確保 
(農地森林等の崩壊) 

●危険物取扱の安全確保 
(危険物の流出・火災等) 

 

○高速道路、鉄道等の基幹的交通ネ
ットワークの機能停止 

 

○食料・飲料水等の安定供給の停滞 
 

 

ⅱ 
 

●観光や地域農産物に対する風評
被害の抑制 
(デマや風評被害の発生) 

●避難所等における環境の向上 
(避難生活環境の悪化) 

●要配慮者への対応 
(要配慮者の避難所等における生
活環境の悪化) 

●ため池の損壊等によるリスクの
軽減 
(ため池、ダム等の損壊・機能不
全による二次被害の発生) 

 

６ 

二
次
的
な
被
害
を 

 
 
 

発
生
さ
せ
な
い
こ
と 

○土石流、地すべりなど土砂災害に
よる二次災害の発生 

 

 ○ため池、ダム等の損壊・機能不全
による二次災害の発生 
 
○有害物質の大規模拡散･流出 

○農地・森林等の荒廃 
 

 
ⅲ ●農地の荒廃の抑制 

●森林等の荒廃の抑制 
(農地・森林等の荒廃) 

●地籍調査の推進 
(倒壊した住宅の再建が大幅に遅
れる事態) 

 

 

○観光や地域農産物に対する風評被 
 害 
 

 ○避難所等における環境の悪化 
 
 

７ 

被
災
し
た
方
々
の
生
活
が
継
続
し
、 

 
 
 

日
常
の
生
活
が
迅
速
に
戻
る
こ
と 

○大量に発生する災害廃棄物の処理
の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態 

 
 ⅳ ●災害時の選挙執行 

(投票所等・避難所双方の運営の
混乱) 

 

 
○道路啓開等の遅れにより復旧・復
興が大幅に遅れる事態 

 

 ○倒壊した住宅の再建が大幅に遅れ
る事態 

 
ⅴ ●多様な強靭化 

(その他) 
 

○地域コミュニティの崩壊により復
旧・復興が大幅に遅れる事態  
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